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 後期高齢者医療の被保険者に係る健康診査（以下「健康診査」という。）に

ついては、生活習慣病等の早期発見や重症化の予防及び心身機能の低下を防止

する等の観点から推進に努めてきたところです。 

そうした中、「高齢者の医療の確保に関する法律に基づく保健事業の実施等

に関する指針」（平成 26 年 3 月 31 日厚生労働省告示第 141 号）が示さ

れ、滋賀県後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」という。）において

も、平成 30 年度から令和５年度までを計画期間とする保健事業実施計画（第

2 次）を平成 30 年 3 月に策定し、令和３年３月に中間評価及び計画内容の見

直しを行いました。 

同実施計画では、健康診査やレセプトデータ等のデータ分析から、滋賀県に

おける後期高齢者の健康課題を提示し、その課題を解決する方策として実施す

べき保健事業を取りまとめています。 

 これらを踏まえ、令和５年度における健康診査の具体的な事項について記載

する「健康診査推進計画」を策定し、健康診査の着実な実施に努めて参りま

す。 

 

 

 

 

 

（１）健康診査の目的 

 高齢化社会が進展する中、後期高齢者ができる限り長く自立した日常生活を

送ることができるよう、広域連合では糖尿病等の生活習慣病やその他疾病を早

期に発見するとともに、被保険者の健康の保持増進を図ることを目的として、

健康診査を実施しています。 

健康診査は、医療機関での受診・治療が必要な者等を的確に見出し、後期高

齢者が自らの健康状態に応じた健康管理の取組みが行えるように支援する役割

も担っています。 

 

（２）健康診査の実施状況と課題 

 健康診査の実施については、広域連合が滋賀県内全市町に業務を委託し、そ

れぞれの市町における特定健康診査（以下「特定健診」という。）の枠組みを

活用して実施しています。 

 市町は、医療機関や健康診査事業者と契約を締結し、医療機関との契約につ

いては、滋賀県医師会と締結する集合契約（以下「集合契約」という。）によ

1 健康診査推進計画の策定について  

2 健康診査の現状と課題等について  



 
 

り、特定健診とともに健康診査を委託しています。 

①  受診率について 

 滋賀県における健康診査の受診率は、平成 23 年度以降全国平均を下回り推

移していましたが、平成 27 年度に生活習慣病受診者については、かかりつけ

の医療機関において、医師の指示のもとで改善あるいは症状が悪化しないため

の取組が行われており、重複する検査を実施する必要性が低いことから、県内

全ての市町で生活習慣病受診者等を健診除外対象者としました。この結果、受

診率は平成 27 年度に全国平均を上回りました。 

また、平成 29 年度からは生活習慣病等の早期発見と重症化予防を更に進め

るため、生活習慣病等で医療機関を受診していても血液検査等を受けていない

被保険者にも受診券の発送を行いました。 

さらに、令和２年度に新型コロナウイルス感染症の影響で低下した受診率

は、徐々に回復しています。 

 

（図表 1）健康診査の受診者数と受診率の推移 

 

 

②  健康診査結果について 

令和４年度における健康診査結果について見ると、正常高値以上の割合（異常

なし以外の者の割合）が高い検査項目は、最高血圧 60.5%、LDL コレステロー

ル 46.1%、HbA1c34.7%、eGFR34.0％でした（図表２、３参照）。 
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（図表２）主な検査項目の結果判定状況 

 

 

 

 

（図表３）主な検査項目の結果判定状況（人数） 

検査項目 異常なし 保健指導 受診勧奨 非測定 合計 

最高血圧 6,698 4,134 6,112 1 16,945 

最低血圧 14,351 1,276 1,317 1 16,945 

中性脂肪 13,541 3,067 337 0 16,945 

HDL-ch 16,162 556 226 1 16,945 

LDL-ch 9,127 4,200 3,617 1 16,945 

GOT 14,928 1,804 213 0 16,945 

GPT 15,849 904 192 0 16,945 

γ-GTP 15,629 980 336 0 16,945 

空腹時血糖 5,505 2,003 323 9,114 16,945 

HbA1c 3,973 5,319 562 7,091 16,945 

eGFR 11,177 4,905 859 4 16,945 
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 実施計画では、令和 5 年度は、健康診査の受診率の目標を５０.0％に設定し

ています（図表４参照）。 

 なお、目標の設定については、４月 1 日時点の管内被保険者数（③）から健

診除外対象者数（④）を引いた数を健診対象者数（⑤）とし、健診受診者数

（②）を健診対象者数（⑤）で除した数を受診率の目標値としています。 

 

（図表４）令和４年度の受診率の目標と過去の実績  
令和４年度 令和５年度 

①  受診率 

当初

目標 
50.0 ％ 

目標 50.0 ％ 実績 30.3 ％ 

全国

平均 
31.0% 

②  健診受診者数 16,945 人 26,868 人 

③ 管内被保険者数 

（４月１日時点） 
189,284 人  197,824 人 

④ 健診除外対象者数 

（４月１日時点） 
133,391 人 144,089 人 

⑤ 健診対象者数 

（「③管内被保険者数」 

－「④健診除外対象者数」） 

55,893 人 53,735 人 

※ 令和 5 年４月１日 時点 

 

 

 

 

 健康診査は、滋賀県後期高齢者医療保険の被保険者を対象として実施します

が、次に掲げる項目のうちいずれかに該当する者については、その対象から除

外しています。 

 

 (1) 刑事施設、労役場等に拘禁されている者 

 (2) 病院又は診療所に入院している者 

 (3) 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57 年法律第 80 号。以下

「法」という。）第 55 条第 1 項第 2 号から第 5 号までに掲げる施設に入

所、入院している者 

3 健康診査の目標について  

4 健康診査の対象者について  



 
 

 (4) 要介護認定を受けている者※ 

 (5) 現に生活習慣病（糖尿病、高血圧性疾患、脂質異常症、高尿酸血症、肝

機能障害、痛風腎、脳血管疾患、虚血性心疾患、動脈閉塞をいう。）によ

り医療機関に定期的に受診している者※ 

 (6) 当該年度に法第 20 条に規定する特定健診及びこれに相当する健康診断

を受診した者 

 

※(４) (５)に該当する者で、生活習慣病で医療機関を受診してはいるが、

血液検査を実施していない者は健康診査の対象としています。 

 

 

 

 

 

 

（１）実施主体及び実施方法 

 健康診査の実施主体は広域連合であり、その実施にあたっては被保険者の利

便性や地域の特性に応じた受診ができるよう市町に業務を委託しています。 

 従って、実施時期及び実施場所、対象者への案内方法等については、それぞ

れの市町の特定健診に準じた実施方法で行われ、各市町の実情に応じて被保険

者が受診しやすいように実施されます。 

 

（２）健康診査の項目 

 健康診査の項目は、次に掲げる項目のとおりです 

 ① 問診（服薬歴・既往歴・生活習慣に関する項目・自覚症状等） 

 ② 診察（理学的所見・身体観察） 

 ③ 身体計測（身長・体重・ＢＭＩ）※ただし、腹囲を除く 

 ④ 血圧測定（収縮期血圧・拡張期血圧） 

 ⑤ 血中脂質検査（中性脂肪・ＨＤＬ－コレステロール・ＬＤＬ－コレステロール） 

 ⑥ 肝機能検査（ＧＯＴ・ＧＰＴ・γ－ＧＴＰ） 

 ⑦ 腎機能検査（血清クレアチニン・ｅＧＦＲ） 

 ⑦ 血糖検査（空腹時血糖又はＨｂＡ１ｃ） 

 ⑧ 尿検査（糖・蛋白） 

 

（３）健康診査委託料の単価設定 

健康診査委託料の単価設定については、特定健診の単価設定と同様、滋賀県

内の医療保険者により構成された滋賀県保険者協議会と滋賀県医師会との協議

において県内統一の単価が設定されています。 

  

5 健康診査の実施方法等について  



 
 

 

 

 

 

（１）個人情報の取扱い 

 受診者等の個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律（平

成 15 年法律第 57 号）、滋賀県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例

（平成 19 年条例第 20 号）その他関係法令を遵守し、適正かつ厳正な管理に

努めています。 

また、集合契約における個人情報の保護についても、広域連合から市町等関

係機関に対し、周知を徹底します。 

 

（２）健康診査結果データの保管及び活用 

 健康診査の結果データは、滋賀県国民健康保険団体連合会が運用する特定健

診データ管理システム（以下「健診システム」という。）により適正に管理

し、広域連合及び市町は、これらのデータを糖尿病等の生活習慣病やその他疾

病の早期発見、被保険者の健康の保持増進を図ることを目的に活用していま

す。 

 なお、平成 26 年度より稼働している国保データベース（KDB）システムに

ついても、健診システムと同様の管理・運用を行い、データ分析に基づいた健

康診査等の保健事業の推進に活用して参ります。 

 

 

 

 

 

（１）未受診者への対応について 

令和 5 年度は令和４年度に引き続き、県内全ての市町で健康診査の未受診者

に対し受診勧奨通知を送付し、健康診査の受診が必要な者に対する支援を実施

します。 

実施にあたっては、受診勧奨対象者の選定方法や時期等について、効果的な

受診勧奨方法を関係市町等と十分協議するとともに、受診勧奨を行った者が実

際に健康診査の受診に繋がったか効果検証を行い、今後の健康診査の受診率向

上に向けた取組みに生かして参ります。 

 

（２）その他の対策について 

 後期高齢者の疾病の早期発見、早期治療及び疾病の重症化予防を目的に健診

受診者のうち、病院受診判定者の医療機関受診勧奨等を関係市町と連携しなが

ら実施します。 

６ 個人情報の保護について  

７ 今後の対策について  



 
 

 滋賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者の健康診査実施要綱 

（趣旨） 

第１条この要綱は、滋賀県後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」とい

う。）が行う後期高齢者医療制度に係る被保険者（以下「被保険者」という。）

に対して健康診査（以下「健診」という。）を実施することにより、糖尿病等の

生活習慣病やその他疾病を早期に発見するとともに、被保険者の健康の保持増進

を図ることを目的とする。 

（健診の対象者） 

第２条健診の対象者は、被保険者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当す

る者を除く。 

⑴刑事施設、労役場等に拘禁されている者 

⑵病院又は診療所に入院している者 

⑶高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号。以下「法」とい

う。）第５５条第１項第２号から第５号までに掲げる施設に入所、入院している

者 

⑷要介護認定を受けている者 

⑸現に生活習慣病（糖尿病、高血圧性疾患、脂質異常症、高尿酸血症、肝機能障

害、痛風腎、脳血管疾患、虚血性心疾患、動脈閉塞をいう。）により医療機関に

定期的に受診している者 

⑹当該年度に法第２０条に規定する特定健康診査（以下「特定健診」という。）

及びこれに相当する健康診断を受診した者 

２前項の規定にかかわらず、同項第４号又は第５号に該当する被保険者は、広域

連合が別に定める基準に基づき関係市町の長が適当であると認める場合には、第

４条の規定により関係市町が実施する健診を受診することができる。 

（健診の項目） 

第３条健診の項目は、次に掲げるとおりとする。 

⑴問診（既往歴・生活習慣に関する項目・自覚症状等） 

⑵診察（理学的所見・身体観察） 

⑶身体計測（身長・体重・ＢＭＩ）、ただし、腹囲を除く。 

⑷血圧測定（収縮期血圧・拡張期血圧） 

⑸血中脂質検査（中性脂肪・ＨＤＬ－コレステロール・ＬＤＬコレステロール） 

⑹肝機能検査（ＧＯＴ・ＧＰＴ・γ－ＧＴＰ） 

⑺腎機能検査（血清クレアチニン・ｅＧＦＲ） 

⑻血糖検査（空腹時血糖又はＨｂＡｌｃ） 

⑼尿検査（糖・蛋白） 

（健診の実施） 

第４条広域連合は、関係市町（滋賀県後期高齢者医療広域連合規約（平成１９年

１月２６日滋賀県指令自振第４号）第２条に定める「関係市町」をいう。以下同



 
 

じ。）に健診の実施を委託するものとする。 

２関係市町は、その区域内に住所を有する被保険者に対して、当該関係市町が行

う特定健診の実施方法に準じて健診を行うものとする。 

（健診結果の通知） 

第５条関係市町は、健診の実施後、すみやかに受診者に対して、健診の結果を通

知するものとする。この場合において、関係市町は、健診を委託した医療機関そ

の他健診機関から受診者に対して、健診の結果を通知することができるものとす

る。 

（健診結果データの保管及び活用） 

第６条健診結果のデータは、滋賀県国民健康保険団体連合会が運用する特定健診

データ管理システムにより適正に管理しなければならない。 

２広域連合及び関係市町は、健診結果のデータを第１条の規定する目的のために

活用するものとする。 

（個人情報の管理） 

第７条関係市町は、受診者の個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関

する法律（平成１５年法律第５７号）その他関係法令を遵守し、適正かつ厳重に

管理しなければならない。 

（その他） 

第８条この要綱に定めるもののほか、健診の実施について必要な事項は、別に定

める。 

附則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。



 
 

後期高齢者健康診査 受診者数および受診率 【令和 4 年度】 
令和 5 年 5 月 24 日作成 

（単位 人、％） 

※受診券発行数は、令和 5 年 4 月 1 日付（回答〆切日：令和 5 年 4 月 17 日）で、各市町に調査依頼した。 

※健診受診者数は、健診システムから抽出した、FKAC131（健診受診者情報、令和 5 年 5 月 24 日抽出）を基にしている。 

※受診率は小数第 2 位を四捨五入。 

市町名 受診券発行数 健診受診者数 受診率
男 女 男女計 男 女 男女計 男 女 男女計

大津市 5,882 8,003 13,885 1,577 2,059 3,636 26.8% 25.7% 26.2%
彦根市 1,950 2,633 4,583 610 799 1,409 31.3% 30.3% 30.7%
⾧浜市 1,876 2,559 4,435 464 561 1,025 24.7% 21.9% 23.1%
近江八幡市 1,431 1,744 3,175 460 547 1,007 32.1% 31.4% 31.7%
草津市 2,234 2,616 4,850 745 766 1,511 33.3% 29.3% 31.2%
守山市 1,216 1,581 2,797 487 588 1,075 40.0% 37.2% 38.4%
栗東市 985 1,226 2,211 397 478 875 40.3% 39.0% 39.6%
甲賀市 1,556 2,124 3,680 547 775 1,322 35.2% 36.5% 35.9%
野洲市 963 1,242 2,205 451 566 1,017 46.8% 45.6% 46.1%
湖南市 1,075 1,284 2,359 477 553 1,030 44.4% 43.1% 43.7%
高島市 1,347 1,807 3,154 309 395 704 22.9% 21.9% 22.3%
東近江市 1,670 2,077 3,747 472 521 993 28.3% 25.1% 26.5%
米原市 832 1,071 1,903 195 268 463 23.4% 25.0% 24.3%
日野町 345 418 763 80 99 179 23.2% 23.7% 23.5%
竜王町 201 236 437 67 99 166 33.3% 41.9% 38.0%
愛荘町 354 425 779 136 178 314 38.4% 41.9% 40.3%
豊郷町 90 110 200 20 27 47 22.2% 24.5% 23.5%
甲良町 182 257 439 31 63 94 17.0% 24.5% 21.4%
多賀町 137 154 291 37 41 78 27.0% 26.6% 26.8%

合計 24,326 31,567 55,893 7,562 9,383 16,945 31.1% 29.7% 30.3%
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